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22, 768男

26,110女

18,725世帯数

出生 042件
転入 195件

死亡 053件
転出 143件
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【市制施行70周年事業】
市民団体等活動費補助金の事業を募集

市民団体などが実施する事業に補助金を交付します

次のすべてに該当する事業です。

１．市民の福祉向上または公益上の必要が認め

　　られる事業

２．市内で実施される事業

３．平成23年 3月31日までに完了する事業

　市では、市民自らが実践する地域づくりを積極的に推進するため、市民団体などが市制施

行70周年を記念して、自主的・主体的に企画し、実施する公益性のある大会やイベント事業

を応援するため「島原市市民団体等活動費補助金」を交付します。

対象となる事業

　補助対象経費の３分の１以内の額で、１事業

につき50万円を限度額とします。ただし、１団

体につき１事業とし、予算の範囲内での交付と

なります。

補助金の額

　申請には所定の申請書のほか関係書類が必要

です。応募を希望する団体は事前に相談してく

ださい。

申請手続き

　６月１日（火）から６月３０日（水）まで

応募期間

次の事業などは補助の対象になりません。

１．特定の個人や団体の営利を目的とする事業

２．宗教的活動または政治的活動を主な目的と

　　する事業

３．地区住民の交流会や親睦会のような事業

４．売名を目的とする事業

５．公の秩序または善良の風俗を害するおそれ

　　のある事業

対象とならない事業

次のすべてに該当する団体です。

１．公益的な活動を行い、または行おうとして

　　いる団体

２．主な活動の場が市内にある団体

３．５人以上で構成されている団体で、構成員

　　の半数以上が市内に住所、勤務先を有し、

　　主な構成員である団体

４．代表者が明らかで、その団体の設置の趣旨

　　や活動の目的が定められた規約または会則

　　があり、予算・決算などの会計処理が明確

　　な団体

補助を受ける団体の要件


